
議第29号

富士市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について

富士市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和 6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市附属機閲設置条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市附属機関設置条例（平成 30年富士市条例第 7号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
ー／

日

号

別表第 2富士市立小中学校適正規模等基本方針策定委員会の項の次に次のように加える。

富士市立 市立中学校の部 1 0人以内 (1) 保護者 2年

中学校部 活動の地域移行 (2) スポーツ関係団体の代表者等

活動地域 に関する事項に (3) 文化関係団体の代表者等

移行協議 ついて協談する (4) 公募による市民

へ云 こと。 (5) 学識経験者

(6) 学校教育関係者

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第30号

富士市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

富士市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-424-



富士市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に閲する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用に関する条例（平成 27年富士市条例第 57号）の一部を次のように改正する。

第 2条に次の 2号を加える。

(5) 特定個人番号利用事務 法第 19条第 8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第 19条第 8号に規定する利用特定個人情報をいう。

第 3条第 1項中「法別表第 2の第 2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、同条

第 3項中「法別表第 2の第 2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第 4欄に掲

げる特定個人情報」を「、利用特定個人情報」に改め、同条第 4項中「前 2項の規定による特定個

人情報」を「第 2項の規定による特定個人情報又は前項の規定による利用特定個人情報」に改め、

「当該特定個人情報」の次に「又は当該利用特定個人情報」を加える。

附則

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和 5年法律第 48号）の施行の日から施行する。
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議第31号

富士市職員定数条例の一部を改正する条例制定について

富士市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市職員定数条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市職員定数条例（昭和 41年富士市条例第 7号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
j

日

号

第 2条第 1項第 4号中「 5人」を「 6人」に改め、同項第 8号中「 93人」を「 95人」に改め

る。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第 32号

富士市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

富士市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。

令和6年 2月15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市職員の給与に閲する条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市職員の給与に関する条例（昭和 41年富士市条例第 34号）の一部を次のように改正する。

別表第 4(1)行政職給料表等級別基準職務表 5級の項中「センター長」の次に、「、分室長」を加え、

同表 6級の項中「統括主幹」の次に「、統括専門員、主任専門員」を加え、同表 8級の項中「デジ

タル推進室長」の次に「、理事」を加え、別表第 4(4)医療職給料表(2)等級別基準職務表 6級の項中

「副技師長」の次に「、統括専門員、主任専門員」を加え、別表第 4(5)医療職給料表(3)等級別基準

職務表 5級の項中「統括主幹」の次に「、統括専門員、主任専門員」を加える。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第33号

富士市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例制定について

富士市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

（
令和  年  月  日

条 例 第   号
） 

富士市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年富士市条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１５条の２ 給与条例第２２条（第２項第１号を除く。次項及び第２４条の２において同じ。）の

規定は、任期が６月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、

同項第２号中「１００分の４８．７５」とあるのは、「１００分の１５」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第２２条の規定による勤勉手

当の支給について準用する。 

第２４条第１項前段中「この条」の次に「及び次条第１項」を加え、同条の次に次の１条を加え

る。 

（勤勉手当） 

第２４条の２ 給与条例第２２条の規定は、任期が６月以上のパートタイム会計年度任用職員につ

いて準用する。この場合において、同条第２項第２号中「１００分の４８．７５」とあるのは   

「１００分の１５」と、同条第３項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日（退職し、

又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日）以前６か月以内の会計年度任用職員と

しての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額

を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第２２条の規定による勤勉手

当の支給について準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（富士市技能労務職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 富士市技能労務職員の給与に関する条例（昭和４１年富士市条例第３５号）の一部を次のよう
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に改正する。 

第４条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

（富士市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

３ 富士市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年 

富士市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

（富士市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

４ 富士市職員の育児休業等に関する条例（平成４年富士市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員（次条において「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。 

第８条中「職員（」の次に「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

に規定する」を加える。 



議第34号

富士市特別会計条例の一部を改正する条例制定について

富士市特別会計条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和 6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-433-



富士市特別会計条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市特別会計条例（昭和 48年富士市条例第 6号）の一部を次のように改正する。

本則中第 4号を削り、第 5号を第 4号とし、第 6号から第 10号までを 1号ずつ繰り上げる。

附則

1 この条例は、令和 6年 4月 1Sから施行する。

2 改正前の本則第 4号の規定は、令和 5年度予算に係る出納の整理について、なおその効力を有

する。
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議第35号

富士市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例制定につい

て

富上市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-435-



富士市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例

令和 年

（ 
条例第

月
、ヽ
ー／

H

号

富士市新型コロナウイルス感染症対策基金条例（令和 2年富士市条例第 24号）は、廃止する。

附則

この条例は、公布の Hから施行する。
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議第 36号

富士市手数料条例の一部を改正する条例制定について

富士市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和 6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-437-



富士市手数料条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市手数料条例（平成 12年富士市条例第 10号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
ー／

日

号

第 2条第 1項第 16号中「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若

しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同号の次に次の 1号を加える。

(16)の 2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（総務省令で定める電子情報処理組織を使用する

方法により請求する場合及び当該発行に係る戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証

明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合における当該発行を除

く。）に係る手数料 1件につき 4 0 0円

第 2条第 1項第 17号中「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項

の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同号の次に次の 1号を加える。

(17)の 2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行（総務省令で定める電子情報処理組織を使用する

方法により請求する場合及び当該発行に係る除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証

明する除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合における当該発行を除

く。）に係る手数料 1件につき 7 0 0円

第 2条第 1項第 20号中「届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法（昭和 22年法律第

2 2 4号）第 48条第 2項（同法第 11 7条において準用する場合を含む。）若しくは第 12 6条の

書類に記載した事項」を「戸籍法（昭和 22年法律第 22 4号）第 48条第 1項（同法第 11 7条

において準用する場合を含む。）の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第 48条第 2項

（同法第 11 7条において準用する場合を含む。）若しくは第 12 6条の書類に記載した事項の証

明書の交付又は同法第 12 0条の 6第 1項の届書等情報の内容Jに改め、同項第 22号中「閲覧」

の次に「又は同法第 12 0条の 6第 1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧」を加え、同項

第 86号の 5の表及び同表備考 2、同項第 86号の 6の表及び同表備考 2並びに同項第 86号の 7

の表中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向

上等に閲する法律Jに改め、同項第 94号の表貯蔵所の項中

1 1 8万円 1 4 5万円

を
1 4 1万円 1 7 2万円

-438-



1 5 9万円 1 9 2万円

1 9 5万円 2 3 6万円
に改める。

2 2 7万円 2 7 4万円

4 5 5万円 5 6 4万円

5 8 2万円 7 2 4万円

7 0 7万円 8 7 9万円

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、第 2条第 1項第 16号の改正規定、同号

の次に 1号を加える改正規定、同項第 17号の改正規定、同号の次に 1号を加える改正規定並びに

同項第 20号及び第 22号の改正規定は、同年 3月 1Sから施行する。

-439-



議第37号

富士市立こども発達センター条例の一部を改正する条例制定について

富士市立こども発達センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-440-



富士市立こども発達センター条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市立こども発達センター条例（平成 3年富士市条例第 7号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 3項第 1号中「第 43条第 1号」を「第 43条」に、「福祉型児童発達支援センター」を

「児童発達支援センター」に改め、同条第 4項の表中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発

達支援センター」に改める。

第 3条第 2号中「第 6条の 2の2第 5項」を「第 6条の 2の 2第 4項」に改め、同条第 3号中「第

6条の 2の 2第 6項」を「第 6条の 2の 2第 5項Jに改め、同条第 4号中「第 6条の 2の 2第 7項」

を「第 6条の 2の 2第 6項」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第38号

富士市こども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例制定について

富士市こども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市こども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市こども医療費助成金支給条例（平成 9年富士市条例第 34号）の一部を次のように改正す

る。

第 8条の次に次の 1条を加える。

（自己負担金の償還）

第 8条の 2 受給者証に記載されている有効期間の最初の日が属する年度（有効期間の最初の Hが

4月 1日から 9月 30 Sまでの間である場合にあっては、その日の属する年度の前年度）分の、

受給資格者及びその配偶者の合計所得金額（地方税法（昭和 25年法律第 22 6号）第 29 2条

第 1項第 13号に規定する合計所得金額をいう。）を合計した額が、児童扶養手当法施行令（昭和

3 6年政令第 40 5号）第 2条の 4第 2項に掲げる表の第 1欄に定める区分に応じて同表の第 2

欄に定める額末満である場合にあっては、別表に定める自己負担金について、受給資格者が負担

した金額の償還を受けることができる。

2 前項の規定により自己負担金の償還を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請を

しなければならない。

第 10条の見出し中「助成金」を「助成金等」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 前項の規定は、第 8条の 2第 1項の規定により受給資格者が償還を受けた自己負担金について

準用する。

第 11条に次の 1項を加える。

2 前項の規定は、第 8条の 2第 1項の規定により受給資格者が償還を受けた自己負担金について

準用する。

附則

この条例は、令和 6年 10月 1Sから施行する。
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議第 39号

富士市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正する条例制定に

ついて

富上市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-444-



富士市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例（昭和 55年富士市条例第 7号）の一部を次のよう

に改正する。

第 2条第 1号イ中「第 10条第 1項」の次に「又は第 10条の 2」を加え、「同項」を「これらの

規定」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。

-445-



議第40号

富士市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

富士市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-446-



富士市介護保険条例の一部を改正する条例

第例

和令

条（
 

年 月
、ヽ
ー／

H

号

富士市介護保険条例（平成 12年富士市条例第 21号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 1項中「令和 3年度から令和 5年度」を「令和 6年度から令和 8年度」に改め、同項第

1号中「第 39条第 1項第 1号」を「第 38条第 1項第 1号」に、「 3万 3, 6 0 0円」を「 3万

1 , 6 6 8円」に改め、同項第 2号中「第 39条第 1項第 2号」を「第 38条第 1項第 2号」に、

「4万 7, 0 4 0円」を「 4万 7, 6 7 6円」に改め、同項第 3号中「第 39条第 1項第 3号」を

「第 38条第 1項第 3号」に、「 5万 40 0円」を「 4万 8, 0 2 4円」に改め、同項第 4号中「第

3 9条第 1項第 4号」を「第 38条第 1項第 4号」に、「 5万 7, 1 2 0円」を「 5万 9, 1 6 0円」

に改め、同項第 5号中「第 39条第 1項第 5号」を「第 38条第 1項第 5号」に、「 6万 7, 2 0 0 

円」を「 6万 9, 6 0 0円」に改め、同項第 6号中「 7万 5, 9 3 6円」を「 7万 8, 6 4 8円」

に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」に改め、同項第 7号

中「 8万 7, 3 6 0円」を「 9万 48 0円」に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第

3 8条第 1項第 1号イ」に改め、同項第 8号中「 10万4, 1 6 0円」を「 10万 7, 8 8 0円」

に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」に改め、同項第 9号

中「 11万 88 0円」を「 11万 8, 3 2 0円」に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を

「第 38条第 1項第 1号イ」に改め、同項第 10号中「 12万 4, 3 2 0円」を「 14万

6, 1 6 0円」に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」に改

め、同項第 11号中「 13万 1, 0 4 0円」を「 15万 6, 6 0 0円」に改め、同号イ中「第 39 

条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」に改め、同項第 12号中「 14万 1, 1 2 0円J

を「 17万 52 0円」に改め、同号イ中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」

に改め、同項第 13号中「 15万 4, 5 6 0円」を「 18万 7, 9 2 0円」に改め、同条第 2項中

「令和 3年度から令和 5年度」を「令和 6年度から令和 8年度」に、「 2万 16 0円」を「 1万

9, 8 3 6円」に改め、同条第 3項中「令和 3年度から令和 5年度」を「令和 6年度から令和 8年

度」に、「 2万 16 0円」を「 1万 9, 8 3 6円」に、「 3万 3, 6 0 0円」を「 3万 3, 7 5 6円J

に改め、同条第 4項中「令和 3年度から令和 5年度」を「令和 6年度から令和 8年度」に、「 2万

1 6 0円」を「 1万 9, 8 3 6円」に、「 4万 7, 0 4 0円」を「 4万 7, 6 7 6円」に改める。

第 6条第 3項中「第 39条第 1項第 1号イ」を「第 38条第 1項第 1号イ」に、「第 39条第 1項

第 1号から第 5号」を「第 38条第 1項第 1号から第 5号」に改める。

-447-



附則

1 この条例は、令和 6年 4月 1Sから施行する。

2 改正後の富士市介護保険条例の規定は、令和 6年度から令和 8年度までの保険料について適用

し、令和 5年度までの保険料については、なお従前の例による。
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議第41号

富士市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

富士市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市都市公園条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市都市公園条例（昭和 48年富士市条例第 39号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
ー／

日

号

別表第 1中 富士総合運動公園 を
富士総合運動公園

富士川緑地
に改める。

別表第 2富士川緑地の項中「ソフトボール場 少年ソフトボール場」を「ソフトボール場」に改

める。

附則

この条例は、令和 7年 4月 1Sから施行する。ただし、別表第 2富士川緑地の項の改正規定は、

公布の Hから施行する。
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議第42号

富士市営住宅条例の一部を改正する条例制定について

富士市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和 6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市営住宅条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市賞住宅条例（平成 9年富士市条例第 32号）の一部を次のように改正する。

第 6条第 2項第 8号イ中「第 10条第 1項」の次に「又は第 10条の 2」を、「において」の次に

月
、ヽ
ー／

日

号

「これらの規定を」を加える。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第43号

富士市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例制定について

富士市空家等の涵正管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市空家等の適正管理に閲する条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市空家等の適正管理に関する条例（令和 3年富士市条例第 18号）の一部を次のように改正

する。

第 2条第 3号を次のように改める。

(3) 管理不全空家等 法第 13条第 1項に規定する管理不全空家等であって、本市の区域内に所

在するものをいう。

第 2条第 4号中「第 3条」を「第 5条」に改める。

第 7条を削る。

第 8条第 1項中「第 14条」を「第 22条」に改め、同条第 2項中「第 11条」を「第 10条」

に改め、同条を第 7条とする。

第 9条の見出し中「助言又は指導」を「措置」に改め、同条第 1項を次のように改める。

市長が管理不全空家等の所有者等に対し行う指溝及び勧告については、法第 13条に定めると

ころによる。

第 9条第 2項中「助言又は指導を行う」を「措置を講ずる」に、「第 11条」を「第 10条」に改

め、同条を第 8条とし、第 10条を第 9条とする。

第 11条第 1項中「第 6条第 1項」を「第 7条第 1項」に、「第 7条第 1項」を「第 8条第 1項J

に改め、同条を第 10条とし、第 12条を第 11条とし、第 13条を第 12条とする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第44号

富士市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について

富士市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市病院事業の設置等に閲する条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市病院事業の設置等に関する条例（昭和 41年富士市条例第 68号）の一部を次のように改

正する。

第 5条中「及び診療情報管理室」を「、診療情報管理室及び新病院建設準備室Jに改める。

第 7条中「第 24 3条の 2の 2第 8項」を「第 24 3条の 2の8第 8項」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議第45号

富士市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について

富士市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市社会教育委員設置条例（昭和 42年富士市条例第 18号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「 17名」を「 15人以内」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 6月 1日から施行する。
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議第46号

富士市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例制定について

富士市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

-459-



富士市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市都市公園運動施設条例（平成 17年富士市条例第 38号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項の表富士川緑地の項及び第 6条の表富士川緑地の項中「ソフトボール場 少年ソフ

トボール場」を「ソフトボール場」に改める。

附則

この条例は、公布の Hから施行する。
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議第47号

財産の減額貸付に関し議決を求めることについて

（岳南富士地方卸売市場に係る士地の減額貸付）

岳南富士地方卸売市場に関し、次により土地の減額貸付をしたいので、地方自治法（昭

和 22年法律第67号）第 96条第 1項第6号の規定により議決を求める。

令和 6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

記

l 士地の概要

富士市荒田島字鮒川 18 8番 lほか 12筆（別紙のとおり）

25, 679. 85平方メートル

2 貸付の相手方

富上市田島 10 0番地

富士中央青果株式会社

代 表取締役小林 充

3 貸付金額

7, 293, 077円

4 貸付の期間

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで
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減額貸付をする士地

No. 所在地番 登記簿地目 面積（可）

1 富上市荒田島字鮒川188番1 宅地 182.85 

2 富士市荒田島字鮒川199番l 宅地 6,747.54 

3 富士市津田字中ノ島121番l 宅地 789. 53 

4 富上市津田字中ノ島121番16 宅地 109. 31 

5 富上市中河原字舟川添1番 宅地 59.50 

6 富士市田島新田字城山1番l 宅地 1,102.29 

7 富上市田島字元屋敷10番1 宅地 8,700.10 

8 富上市田島字元道49番2 宅地 1, 301. 04 

， 富士市田島字山神東100番l 宅地 3,753.42 

10 富士市田島字堤外元屋敷145番2 宅地 2.63 

11 富上市田島字舟川添150番1 宅地 16.02 

12 富士市田島字舟川添151番l 宅地 2,894.35 

13 富士市田島字窪田67番2 宅地 21. 27 

合 計 25,679.85 
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岳南富士地方卸売市場位置固

-463-
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貸付する土地
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議第48号

公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて

（砂山公園プール及び砂山公園）

次の公の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67 

号）第 244条の 2第6項の規定により議決を求める。

令和6年 2月 15日提出

l 公の施設の名称

2 指定管理者となる団体の名称

3 指定の期間

富士市長 小長井 義正

記

(1) 砂山公園プール

(2) 砂山公園

公益財団法人富士市振興公社

令和6年4月 1日から令和 7年 3月 31日まで
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議第49号

市道路線の認定について

市道の路線を次のように認定することにつき、道路法（昭和 27年法律第 18 0号）

第8条第2項の規定により議決を求める。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

記

別添市道路線認定調書のとおり
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議第50号

市道路線の廃止について

市道の路線を次のように廃止することにつき、道路法（昭和 27年法律第 18 0号）

第 10条第3項の規定により議決を求める。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

記

別添市道路線廃止調書のとおり
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議第51号

市道路線の変更について

市道の路線を次のように変更することにつき、道路法（昭和 27年法律第 18 0号）

第 10条第3項の規定により議決を求める。

令和6年 2月 15日提出

富士市長 小長井 義正

記

別添市道路線変更調書のとおり
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